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口
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

口
県
広
報
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を

口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の

業
管
理
規
程

口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規

口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部

口
県
企
業
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の

口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則

口
県
文
化
芸
術
審
議
会
規
則
の
一
部

口
県
観
光
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改

口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

令口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を

目

次

則口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正

員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一

般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条

週
火
・
金
曜
日
発
行

訓
令
（
学
事
文
書
課
）
…
…
…
…
…
…

改
正
す
る
訓
令
（
広
報
広
聴
課
）
…
…

一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
都
市
計
画
課

程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
…
…

を
改
正
す
る
管
理
規
程
…
…
…
…
…
…

を
改
正
す
る
管
理
規
程
…
…
…
…
…
…

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

（
学
事
文
書
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
税
務
課
）
…

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
税
務
課
）

を
改
正
す
る
規
則
（
文
化
振
興
課
）
…

正
す
る
規
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観
光
振
興
課
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…
…
…

規
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…
…
…
…
…
…
…
…
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訓
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（
給
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厚
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課
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…
…
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規
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（
人
事
課
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…
…
…
…
…
…

一
部
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改
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規
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（
人
事
課
）
…

部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
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…
…

例
施
行
規
則
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一
部
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改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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三
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
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四
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…
…
…
…
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…
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…
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人
事
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平 成 年
月 日

（木曜日）

十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お

こ
の
号
に
お
い
て
感
染
症

第
十
八
条

削
除

「
第
三
目

削
除
」
を
削
る

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に

第
二
十
三
条

削
除

第
二
章
第
一
節
第
二
款
第
四

第
三
十
一
条
第
五
項
第
一
号

「

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染

十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お

「

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染

第
四
目

環
境
生
活
部
に
属

第
五
目

健
康
福
祉
部
に
属

第
六
目

商
工
労
働
部
に
属

「
第
三
目

環
境
生
活
部
に
属

第
四
目

健
康
福
祉
部
に
属

第
五
目

商
工
労
働
部
に
属

第
六
目

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改

山
口
県
規
則
第
三
十
三
号

山
口
県
事
務
委
任
規
則

山
口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭

す
る
。

目
次
中
「
第
十
七
条
・
第
十

「
第
三
目

削
除

規

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

。改
め
る
。

目
を
同
款
第
三
目
と
す
る
。

中症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す

い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す

す
る
出
先
機
関
（
第
二
十
三
条

す
る
出
先
機
関
（
第
二
十
九
条

す
る
出
先
機
関
（
第
三
十
四
条

す
る
出
先
機
関
（
第
二
十
三
条

す
る
出
先
機
関
（
第
二
十
九
条

す
る
出
先
機
関
（
第
三
十
四
条

化
部
に
属
す
る
出
先
機
関
（
第
三

め
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十

八
条
」
を
「
第
十
七
条

第
二
十

則

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

一
日

山
口

一

に
関
す
る
事
務

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

に
関
す
る
事
務

」

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

第
二
十
八
条
）

第
三
十
三
条
の
四
）

を

第
三
十
七
条
）

」

第
二
十
八
条
）

第
三
十
三
条
の
四
）

第
三
十
六
条
）

に
改
め
る

十
七
条
）

」

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

二
条
」
に
、

布
す
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

に を 。 正

規

則



平成 年 月 日 木曜日

第
「
第か

で
をかを

山 口

第
「
第

の
前

県 報

第

（号 外 ）

改
め

同
号

か
ら

し
、第

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項

と
。

三
十
一
条
第
五
項
第
一
号
中

を

十
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項
」
を

ら

」
を
「

、

、

、

及

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中

ら

」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定

検
体
の
採
取
の
求
め
を
さ
せ
る

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項

三
十
一
条
第
五
項
第
一
号

中

五
十
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項

出
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に

法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項

の
採
取
に
応
ず
べ
き
こ
と
を
命

法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項

と
。法

第
四
十
四
条
の
七
第
三
項

法
第
四
十
四
条
の
七
第
九
項

規
定
に
基
づ
き
、

及
び

に

交
付
す
る
こ
と
。

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規

三
十
一
条
第
五
項
第
一
号
中

を

規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九

、
同
号

中
「

か
ら

」
を

中
「
第
十
七
条
第
三
項
又
は
第

」
を
「

か
ら

」
に
改
め

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
第
四
十
五
条
第
三
項
に
お

に
基
づ
き
、
健
康
診
断
に
関
す

三
十
一
条
第
五
項
第
一
号
中

をの
規
定
に
基
づ
き
、
検
体
の
提
出

と
し
、

か
ら

ま
で
を

「
第
十
六
条
の
三
第
五
項
又
は

び

か
ら

」
に
改
め
、
同
号

「

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

に
基
づ
き
、
当
該
職
員
に
検
体

こ
と
。

の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の

「

か
ら

」
を
「

か
ら

」

中

を

と
し
、

か
ら

ま

又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

検
体
若
し
く
は
病
原
体
を
無
償

又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

じ
、
又
は
当
該
職
員
に
検
体
を

の
規
定
に
基
づ
き
、
検
体
の
提

の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
職
員

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六

掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
事
項
に

定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
申
請

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う

十
九
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と

「

か
ら

」
に
改
め
、
同
号
中

四
項
」
を
「
第
十
六
条
の
三
第

、
同
号
中

を

と
し
、

か
ら

い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の

る
事
項
に
つ
い
て
通
知
し
、
又

と
し
、

を

と
し
、

の

又
は
採
取
の
勧
告
を
す
る
こ

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中

第
六
項
」
に
、
「

、

及
び

中

を

と
し
、

か
ら

ま

」
を
「

か
ら

ま
で
及
び

ら

ま
で
と
し
、

を
削
り
、

若
し
く
は
病
原
体
の
提
出
又
は

申
請
を
受
け
る
こ
と
。

に
、
「
第
五
十
条
第
三
項
」
を

で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

、
検
体
若
し
く
は
病
原
体
の
提

で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

、
検
体
の
提
出
若
し
く
は
検
体

採
取
さ
せ
る
こ
と
。

出
又
は
採
取
の
勧
告
を
す
る
こ

に
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
。

条
の
三
第
五
項
又
は
第
六
項
の

つ
い
て
通
知
し
、
又
は
書
面
を

を
受
け
る
こ
と
。

に
加
え
る
。

い
う
。

」

を

と
し
、

を

と
し
、

五
項
又
は
第
六
項
」
に
、
「

ま
で
を

か
ら

ま
で
と

三
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定

は
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
。

前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
第
十
六
条
第
三
項

と
。

遵
守
し
て
い
な
い
者
、

項
の
規
定
を
遵
守
し
て

と
。法

第
十
五
条
第
二
項

つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ

法
第
十
五
条
第
三
項

当
該
措
置
を
と
る
べ
き

法
第
十
六
条
第
一
項

に
関
す
る
事
務

こ
の
号
に
お
い
て
計
量

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成

法
第
十
条
第
二
項
の

し
、
必
要
な
措
置
を
と

法
第
十
条
第
三
項
の

た
旨
を
公
表
す
る
こ
と

法
第
十
五
条
第
一
項

施
行
規
則
第
二
十
条

の
届
出
を
受
け
る
こ
と

施
行
規
則
第
二
十
条

第
二
章
第
一
節
第
二
款
第
五

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に

（
計
量
検
定
所
長
委
任
事
項
）

第
三
十
五
条

山
口
県
計
量
検

一

計
量
法
（
平
成
四
年
法

法
第
十
六
条
の
三
第

法
第
十
六
条
の
三
第

勧
告
若
し
く
は
検
体
の

る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
五
項
第
一
号

施
行
規
則
第
二
十
条

を
負
担
す
る
か
否
か
を

こ
と
。

の
規
定
に
基
づ
き
、
車
両
等
装
置

法
第
十
三
条
各
項
の
規
定
を
遵
守

い
な
い
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置

の
規
定
に
基
づ
き
、

の
勧
告
を

と
。

の
規
定
に
基
づ
き
、

の
勧
告
に

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
特

法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三

五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号

規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の

る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

規
定
に
基
づ
き
、

の
勧
告
を
受

。の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
二
条

の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
医
療

。の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
患
者

目
を
同
款
第
四
目
と
す
る
。

改
め
る
。

定
所
長
に
次
に
掲
げ
る
事
務
を
委

律
第
五
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
職

五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
基
づ

採
取
の
措
置
に
関
す
る
事
項
に
つ

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

決
定
し
、
負
担
す
べ
き
旨
を
決
定

用
計
量
器
の
装
置
検
査
を
行
う

し
て
い
な
い
者
又
は
法
第
十
四
条

を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る

受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な

係
る
措
置
を
と
ら
な
い
者
に
対
し

定
計
量
器
の
検
定
を
行
う
こ
と
。

百
二
十
九
号
）
を
「
施
行
令
」
と

）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
者
に

け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

を
受
け
る
病
院
又
は
診
療
所
の
変

票
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

任
す
る
。

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施

員
に
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
。

き
、
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採
取

い
て
通
知
し
、
又
は
書
面
を
交
付

法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
費

し
た
と
き
は
、
患
者
票
を
交
付
す

二

こ 各こか、 、対つを 更行 のす用る



平成 年 月 日 木曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お

法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定

と
。法

第
四
十
二
条
第
三
項
に
お

届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届

法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お

計
量
器
の
製
造
の
事
業
の
廃
止

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の

と
。

変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ

を
受
け
る
こ
と
。

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ

業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
の

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基

き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規

と
。法

第
二
十
四
条
第
三
項
の
規

す
る
こ
と
。

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の

と
。法

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

更
の
認
可
を
す
る
こ
と
。

法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

法
第
二
十
一
条
第
二
項
又
は

す
る
こ
と
。

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
こ
と
。

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条

を
受
け
る
こ
と
。

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条

に
基
づ
き
、
特
定
計
量
器
の
製

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第

出
を
受
け
る
こ
と
。

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
修
理

と
。

る
指
定
定
期
検
査
機
関
の
検
査

る
指
定
定
期
検
査
機
関
の
事
業

提
出
を
受
け
る
こ
と
。

づ
き
、
指
定
定
期
検
査
機
関
に

定
に
基
づ
き
、
検
査
業
務
の
全

定
に
基
づ
き
、
特
定
計
量
器
に

規
定
に
よ
る
計
量
士
の
検
査
を
受

に
基
づ
き
、
指
定
定
期
検
査
機

に
基
づ
き
、
指
定
定
期
検
査
機

に
基
づ
き
、
製
造
者
等
に
係
る

に
基
づ
き
、
特
定
計
量
器
の
定

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
定

る
定
期
検
査
の
対
象
と
な
る
特

定
に
基
づ
き
、
特
定
計
量
器
に

第
一
項
の
規
定
に
よ
る

の
届

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計

造
の
事
業
の
届
出
を
受
け
る
こ

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

の

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

の
事
業
の
届
出
を
受
け
る
こ

業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出

計
画
及
び
収
支
予
算
並
び
に
事

対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ

部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
。

付
さ
れ
た
検
定
証
印
等
を
除
去

け
た
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ

関
の
業
務
規
程
の
認
可
及
び
変

関
に
対
し
、
そ
の
業
務
規
程
を

指
定
を
す
る
こ
と
。

期
検
査
を
行
う
こ
と
。

期
検
査
の
実
施
期
日
等
を
指
定

定
計
量
器
の
数
の
報
告
を
受
け

定
期
検
査
済
証
印
を
付
す
る
こ

法
第
六
十
七
条
の
規

法
第
七
十
条
の
規
定

法
第
七
十
二
条
第
一

法
第
五
十
九
条
の
規

る
こ
と
。

法
第
六
十
二
条
第
一

を
受
け
る
こ
と
。

法
第
六
十
四
条
の
規

を
命
ず
る
こ
と
。

法
第
六
十
五
条
の
規

受
け
る
こ
と
。

法
第
五
十
三
条
第
一

る
こ
と
。

法
第
五
十
三
条
第
二

る
こ
と
。

法
第
五
十
五
条
の
規

と
。法

第
五
十
七
条
の
規

と
。 法

第
五
十
一
条
第
二

量
器
の
販
売
の
事
業
の

法
第
五
十
二
条
第
二

を
遵
守
し
な
い
販
売
事

法
第
五
十
二
条
第
三

に
従
わ
な
か
つ
た
旨
を

法
第
五
十
二
条
第
四

者
に
対
し
、
当
該
措
置

量
器
の
修
理
の
事
業
の

法
第
四
十
八
条
の
規

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

法
第
五
十
一
条
第
一

と
。法

第
五
十
一
条
第
二

出
に
係
る
事
項
の
変
更

定
に
基
づ
き
、
法
第
十
七
条
第
一

に
よ
る
特
定
計
量
器
の
検
定
に
係

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
計
量

定
に
よ
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の

項
の
規
定
に
よ
る
法
第
五
十
九
条

定
に
基
づ
き
、
指
定
製
造
者
に
対

定
に
よ
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の

項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
の
た
め
の

項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
の
た
め
の

定
に
よ
る
輸
出
の
た
め
の
特
定
計

定
に
よ
る
輸
出
の
た
め
の
特
定
計

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十

廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一

業
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

の
勧
告

公
表
す
る
こ
と
。

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

の
勧
告

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と

廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

定
に
基
づ
き
、
届
出
修
理
事
業
者

項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十

の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

三

項
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
。

る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
る
こ
と

器
に
検
定
証
印
を
付
す
る
こ
と
。

指
定
に
係
る
申
請
書
の
提
出
を
受

各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届

し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ

指
定
に
係
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

特
定
計
量
器
の
製
造
の
届
出
を
受

特
定
計
量
器
の
販
売
の
届
出
を
受

量
器
の
販
売
の
届
出
を
受
け
る

量
器
の
譲
渡
等
の
届
出
を
受
け
る

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定

項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事

る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。

を
受
け
た
販
売
事
業
者
が
そ
の
勧

に
係
る
措
置
を
と
ら
な
い
販
売
事

。 に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ

販
売
の
事
業
の
届
出
を
受
け
る

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

の
。 け出とを けけここ 計項告業 きこ届
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の
届
出
及
び
変
更
の
届
出
を
受

法
第
百
十
条
第
二
項
の
規
定

る
こ
と
。

法
第
百
五
条
第
一
項
の
規
定

法
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定

と
。法

第
百
七
条
の
規
定
に
基
づ

法
第
百
八
条
の
規
定
に
よ
る

と
。法

第
百
十
条
第
一
項
の
規
定

る
こ
と
。

法
第
百
条
に
お
い
て
準
用
す

一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け

法
第
百
条
に
お
い
て
準
用
す

一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の

法
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定

法
第
百
四
条
第
三
項
の
規
定

法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る

法
第
八
十
二
条
の
規
定
に

と
。法

第
九
十
一
条
第
二
項
の
規

る
品
質
管
理
の
方
法
の
検
査
を

法
第
九
十
一
第
三
項
の
規
定

こ
と
。

法
第
九
十
五
条
第
一
項
の
規

法
第
七
十
二
条
第
四
項
の
規

す
る
こ
と
。

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規

の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規

す
る
こ
と
。

法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
規

証
印
を
除
去
す
る
こ
と
。

け
る
こ
と
。

に
基
づ
き
、
計
量
証
明
事
業
者

に
基
づ
き
、
基
準
器
検
査
成
績

に
基
づ
き
、
基
準
器
検
査
成
績

き
、
計
量
証
明
の
事
業
の
登
録

計
量
証
明
の
事
業
の
登
録
に
係

に
よ
る
計
量
証
明
の
事
業
の
実

る
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定

る
こ
と
。

る
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定

変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

に
基
づ
き
、
基
準
器
検
査
を
行

に
基
づ
き
、
基
準
器
に
基
準
器

に
基
づ
き
、
計
量
器
に
付
さ
れ

輸
出
の
た
め
の
特
定
計
量
器
の

よ
る
輸
出
の
た
め
の
特
定
計
量
器

定
に
基
づ
き
、
届
出
製
造
事
業

行
う
こ
と
。

に
基
づ
き
、

の
検
査
の
結
果

定
に
よ
る
輸
出
の
た
め
の
特
定

定
に
基
づ
き
、
特
定
計
量
器
に

定
に
よ
る
車
両
等
装
置
用
計
量

定
に
基
づ
き
、
車
両
等
装
置
用

定
に
基
づ
き
、
車
両
等
装
置
用

に
対
し
、
計
量
証
明
の
事
業
の

書
を
交
付
す
る
こ
と
。

書
の
記
載
に
消
印
を
付
す
る
こ

を
す
る
こ
と
。

る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
る
こ

施
の
方
法
に
関
す
る
事
業
規
程

に
基
づ
き
、
法
第
九
十
一
条
第

に
基
づ
き
、
法
第
九
十
一
条
第

う
こ
と
。

検
査
証
印
を
付
す
る
こ
と
。

た
基
準
器
検
査
証
印
を
除
去
す

製
造
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

の
販
売
の
届
出
を
受
け
る
こ

者
の
工
場
又
は
事
業
場
に
お
け

を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
す
る

計
量
器
の
製
造
の
届
出
を
受
け

付
さ
れ
た
検
定
証
印
等
を
除
去

器
の
装
置
検
査
に
係
る
申
請
書

計
量
器
に
装
置
検
査
証
印
を
付

計
量
器
に
付
さ
れ
た
装
置
検
査

七
条
第
二
項
各
号
に
掲

法
第
百
三
十
三
条
に

す
る
こ
と
。

法
第
百
二
十
七
条
第

も
の
に
限
る
。
）
の
結

法
第
百
三
十
一
条
の

し
、
必
要
な
措
置
を
と

法
第
百
三
十
二
条
の

を
取
り
消
す
こ
と
。

法
第
百
三
十
三
条
に

と
。法

第
百
二
十
七
条
第

と
。法

第
百
二
十
七
条
第

提
出
を
受
け
る
こ
と
。

法
第
百
二
十
七
条
第

の
方
法
の
検
査
を
行
う

法
第
百
二
十
七
条
第

法
第
百
十
九
条
第
一

る
こ
と
。

法
第
百
十
九
条
第
三

す
る
こ
と
。

法
第
百
二
十
条
第
一

と
。法

第
百
二
十
一
条
第

量
証
明
検
査
機
関
が
計

実
施
の
方
法
に
関
す
る

法
第
百
十
三
条
の
規

又
は
そ
の
事
業
の
停
止

法
第
百
十
四
条
に
お

一
号
又
は
第
三
号
か
ら

法
第
百
十
四
条
に
お

止
の
届
出
を
受
け
る
こ

法
第
百
十
六
条
第
一

げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
け

お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
五
条

四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項

果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

規
定
に
基
づ
き
、
適
正
計
量
管
理

る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

規
定
に
基
づ
き
、
適
正
計
量
管
理

お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
正
計

二
項
の
規
定
に
よ
る
適
正
計
量
管

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
正
計

こ
と
。

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

の
検

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
計
量

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
計
量

項
の
規
定
に
よ
る
計
量
士
の
検
査

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

量
証
明
検
査
を
行
う
事
業
所
の
所

事
業
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を

定
に
基
づ
き
、
計
量
証
明
事
業
者

を
命
ず
る
こ
と
。

い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
第

第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変

い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
五
条
の

と
。

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
計
量
証
明

る
こ
と
。

の
規
定
に
よ
る
適
正
計
量
管
理
事

の
検
査
（
特
定
市
町
村
の
長
が
行

事
業
所
の
指
定
を
受
け
た
者
に

事
業
所
の
指
定
を
受
け
た
者
の
指

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
二

量
管
理
事
業
所
の
指
定
を
行
う

理
事
業
所
の
指
定
に
係
る
申
請
書

量
管
理
事
業
所
に
お
け
る
計
量
管

査
の
結
果
を
経
済
産
業
大
臣
に
報

器
に
計
量
証
明
検
査
済
証
印
を
付

器
に
付
さ
れ
た
検
定
証
印
等
を
除

を
受
け
た
旨
の
届
出
を
受
け
る

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

在
地
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る

命
ず
る
こ
と
。

に
対
し
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
百
八
条

更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

規
定
に
よ
る
計
量
証
明
の
事
業
の

検
査
を
行
う
こ
と
。 四

業 う対定十 この理告 す去こ計こ 、第廃
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第
三
十
七
条
を
削
る
。

二
章
第
一
節
第
二
款
第
六
目
を
同

第
六
目

観
光
ス
ポ
ー

と
。施

行
令
第
三
十
二
条
第
一
項

施
行
令
第
三
十
五
条
の
規
定

施
行
令
第
三
十
六
条
の
規
定

施
行
令
第
三
十
七
条
の
規
定

施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
の

す
る
他
の
都
道
府
県
の
都
道
府

施
行
規
則
第
九
十
六
条
の
規

査
証
印
を
除
去
す
る
こ
と
。

法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
の

去
す
る
こ
と
。

法
第
百
六
十
条
第
一
項
の
規

は
不
合
格
の
処
分
を
す
る
こ
と

施
行
令
第
三
十
条
第
一
項

と
。施

行
令
第
三
十
一
条
の
規

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
計

法
第
百
四
十
九
条
第
三
項
の

令
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
失
を
所

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規

法
第
百
五
十
一
条
第
一
項
の

去
す
る
こ
と
。

法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
の

所
の
指
定
を
受
け
た
者
か
ら
の

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の

関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
。

法
第
百
四
十
七
条
第
三
項
の

査
機
関
に
対
し
、
そ
の
業
務
又

法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
又

者
等
の
工
場
等
に
立
ち
入
ら
せ

款
第
五
目
と
し
、
同
目
の
次
に

ツ
文
化
部
に
属
す
る
出
先
機
関

の
規
定
に
よ
る
計
量
士
の
登
録

に
よ
る
計
量
士
登
録
証
の
訂
正

に
よ
る
計
量
士
登
録
証
の
再
交

に
よ
る
計
量
士
登
録
証
の
返
納

規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項

県
知
事
に
当
該
届
出
が
あ
つ
た

定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
受

規
定
に
基
づ
き
、
特
定
計
量
器

定
に
基
づ
き
、
検
定
、
装
置
検

。
の
規
定
に
よ
る
計
量
行
政
審
議
会

定
に
よ
る
計
量
士
資
格
認
定
証
の

規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
所
在
の

量
器
等
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を

規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項

有
者
又
は
占
有
者
に
対
し
補
償

定
に
基
づ
き
、
特
定
物
象
量
の

規
定
に
基
づ
き
、
特
定
計
量
器

規
定
に
基
づ
き
、
車
両
等
装
置

廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

規
定
に
基
づ
き
、
届
出
製
造
事

規
定
に
基
づ
き
、
指
定
定
期
検

は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
さ

は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

、
物
件
を
調
査
さ
せ
、
又
は
関

次
の
一
目
を
加
え
る
。

の
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

の
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

付
の
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

を
受
け
る
こ
と
。

の
届
出
に
係
る
工
場
等
が
所
在

旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

け
る
こ
と
。

に
付
さ
れ
た
検
定
証
印
等
を
除

査
又
は
基
準
器
検
査
の
合
格
又

の
認
定
の
申
請
を
受
け
る
こ

再
交
付
の
申
請
を
受
け
る
こ

場
所
に
お
け
る
検
査
が
著
し
く

命
ず
る
こ
と
。

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命

す
る
こ
と
。

表
記
を
抹
消
す
る
こ
と
。

に
付
さ
れ
た
検
定
証
印
等
を
除

用
計
量
器
に
付
さ
れ
た
装
置
検

業
所
等
に
対
し
、
そ
の
業
務
に

査
機
関
又
は
指
定
計
量
証
明
検

せ
る
こ
と
。

当
該
職
員
に
、
届
出
製
造
事
業

係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。

る
。一

教
育
公
務
員
特
例
法
（

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る

で
と
し
、
ク
及
び
ヤ
を
削
り
、

イ

法
第
十
条
の
規
定
に

（
土
木
建
築
部
住
宅
課

ロ

宅
地
建
物
取
引
業
法

第
三
項
の
規
定
に
基
づ

え
交
付
を
す
る
こ
と
（

第
五
十
四
条
第
十
項
第
一
号

第
七
十
二
条
中
第
二
号
を
第

へ

条
例
第
十
条
の
規
定

係
る
も
の
に
限
る
。
）

ト

条
例
第
十
三
条
の
規

亡
失
し
た
場
合
に
お
い

る
こ
と
。

チ

規
則
第
十
条
の
規
定

第
五
十
四
条
第
八
項
第
一
号

し
、
コ
及
び
エ
を
削
り
、
同
項

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

ロ

条
例
第
五
条
第
二
項

と
。

ハ

条
例
第
六
条
第
二
項

ニ

条
例
第
七
条
の
規
定

ホ

条
例
第
八
条
の
規
定

造
及
び
撮
影
を
許
可
し

項
第
五
号
に
掲
げ
る
事

（
美
術
館
長
委
任
事
項
）

第
三
十
七
条

美
術
館
長
に
次

一

美
術
館
の
管
理
に
関
す

こ
の
号
に
お
い
て
山
口

例
」
と
、
山
口
県
立
美
術

う
。

イ

条
例
第
三
条
各
号
に

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
。
以

事
務

同
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ

基
づ
き
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
名

長
と
共
管
）
。

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設

き
、
住
所
の
み
の
変
更
の
場
合
に

土
木
建
築
部
住
宅
課
長
と
共
管
）

オ
及
び
ク
を
削
る
。

三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と

に
基
づ
き
、
条
例
第
八
条
の
規
定

を
取
り
消
す
こ
と
。

定
に
基
づ
き
、
利
用
者
が
施
設
又

て
、
弁
償
を
命
じ
、
又
は
弁
償
金

に
基
づ
き
、
美
術
館
の
管
理
に
つ

中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ

第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と

を
除
く
。
）
。

の
規
定
に
基
づ
き
、
休
館
日
に
開

の
規
定
に
基
づ
き
、
開
館
時
間
を

に
基
づ
き
、
美
術
品
等
の
観
覧
の

に
基
づ
き
、
施
設
の
使
用
並
び
に

、
並
び
に
許
可
事
項
の
変
更
を
許

務
を
除
く
。
）
。

に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

る
事
務

県
立
美
術
館
条
例
（
昭
和
五
十
四

館
規
則
（
平
成
十
九
年
山
口
県
規

掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
（
条
例

五

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法
」
と

う
に
改
め
る
。

簿
等
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ

省
令
第
十
二
号
）
第
十
四
条
の
十

お
け
る
宅
地
建
物
取
引
士
証
の
書

。し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加

に
よ
る
許
可
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の

は
収
集
美
術
品
等
を
損
傷
し
、
又

額
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
免
除

い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

か
ら
フ
ま
で
を
ロ
か
ら
ケ
ま
で

し
、
ハ
か
ら
オ
ま
で
を
ロ
か
ら
ノ

館
し
、
又
は
臨
時
に
閉
館
す
る

延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る
こ
と
。

手
続
を
定
め
る
こ
と
。

収
集
美
術
品
等
の
熟
覧
、
模
写
、

可
す
る
こ
と
（
条
例
第
十
四
条
第

年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
を
「

則
第
十
二
号
）
を
「
規
則
」
と

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

い と三換え にはす。とま こ模一 条い四



平

う
に第

成 年 月 日 木曜日

現
山

現

山 口

別別こ

県 報

職
山

職
よ
う

（号 外 ）

こ
改
正
す
る
。

二
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
三
十
五
号

現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則

表
第
一
業
務
上
の
職
の
表
中
「
班

表
第
二
の
二
の
表
班
長
の
項
の
次

グ
ル
ー
プ
リ
ー

ダ
ー

上
司
の
命
を
受
け

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
三
十
四
号

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る

員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

に
改
正
す
る
。

イ

法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規

諭
等
に
対
し
、
同
項
の
研
修
を

ロ

法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規

諭
等
に
対
し
、
十
年
経
験
者
研

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

山
口
県
知

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
規
則
第

長
」
の
下
に
「
、
グ
ル
ー
プ
リ

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

て
グ
ル
ー
プ
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

山
口
県
知

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
規
則

定
に
基
づ
き
、
公
立
の
幼
保
連

実
施
す
る
こ
と
。

定
に
基
づ
き
、
公
立
の
幼
保
連

修
を
実
施
す
る
こ
と
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

「
職
務
の
級
」
を
「
職
務
の
等

に
公
布
す
る
。

事

村

岡

嗣

政

七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

ー
ダ
ー
」
を
加
え
る
。

こ
に
公
布
す
る
。

事

村

岡

嗣

政

第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
教

携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
教

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

級
等

」
に
、

標

「

職

別
表
第
三
中
「

準
基

格
資
別
級

「

級
の
務

職

」
を

欄

」
を
「

欄
級
等
の

務
職

」
に

め
、
同
条
第
三
項
中
「
職
務
の

第
五
条
の
四
第
三
項
中
「
職

第
六
条
第
三
項
中
「
二
号
給

の
等
級
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
四
中
「
職
務
の
級

別
表
第
一
中
「

級
の
務
職

」

別
表
第
二
中
「

務
職

準
標
別
級

「

級
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
職
務
の

標
準
職
務
表
」
を
「
等
級
別
基

第
四
条
の
二
の
見
出
し
を
「

務
の
等
級
」
に
、
「
級
別
資
格

第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
職

別
資
格
基
準
表
」
に
改
め
、
同

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

一
日

山
口

務

職
な

的
準

表

」
を
「

表
準
基
格

資
別
級
等

「

級
等
の
務
職

」
に
改

、
「

級
の
務

職
該

当

」
を
「

職
該

当

級
」
を
「
職
務
の
等
級
」
に
改
め

務
の
級
」
を
「
職
務
の
等
級
」
に

」
を
「
一
号
給
」
に
改
め
、
同
条

」
を
「
職
務
の
等
級
」
に
改
め
る

を
「

級
等

の
務

職

」
に
改
め
る
。

表

」
を
「

表
務
職
準

基
別
級
等

級
」
を
「
職
務
の
等
級
」
に
改
め

準
職
務
表
」
に
改
め
る
。

（
等
級
別
資
格
基
準
表
）
」
に
改

基
準
表
」
を
「
等
級
別
資
格
基
準

三
項
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表

務
の
級
」
を
「
職
務
の
等
級
」
に

条
第
二
項
中
「
級
別
資
格
基
準
表

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

県
知
事

村

岡

嗣

政

務

」
を

」
に
改
め
る
。

」
に
、

め
、
同
表
の
備
考
中
「

級
等

の
務

級
の

務
職

」
に
改
め
る
。

る
。

改
め
る
。

第
四
項
中
「
職
務
の
級
」
を
「
職

。」
に
、
「

級
の

務
職

」
を
「

の
務

職

、
「
標
準
的
な
」
を
削
り
、
「
級

め
、
同
条
中
「
職
務
の
級
」
を
「

表
」
に
改
め
る
。

第
四
」
に
改
め
る
。

、
「
級
別
資
格
基
準
表
」
を
「
等

」
を
「
等
級
別
資
格
基
準
表
」
に

六

す 務 別職級改



平成

山

年 月 日 木曜日

下
（
条

第
二令すこ

山 口 県

山（
趣

第
一す

報

別
び
別こ行

人
番

（号 外 ）

山
一

の
一第

に
改

口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則

「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に

例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
）

条

条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る

（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十

る
需
要
額
の
算
定
に
必
要
な
資
料

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
三
十
七
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

く
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る

旨
）

条

こ
の
規
則
は
、
行
政
手
続
に

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利

表
第
一
、
別
表
第
二
の
第
一
号
様

表
第
五
中
「

級
の

務
職

」
を
「職

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規

口
県
規
則
第
三
十
六
号

一
般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関

般
職
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
条
の
見
出
し
及
び
第
二
条
の
二

め
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

事
務
は
、
特
別
支
援
学
校
へ
の

七
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

一
日
か
ら
施
行
す
る
。 山

口
県
知

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

条
例
施
行
規
則

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十

式
か
ら
別
表
第
二
の
第
五
号
様

級
等

の
務

」
に
改
め
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九

（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
職

こ
に
公
布
す
る
。

も
の
と
す
る
。

就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
施
行

す
る
収
入
額
及
び
同
号
に
規
定

に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

事

村

岡

嗣

政

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

八
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以

式
ま
で
の
規
定
、
別
表
第
四
及

等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

改
正
す
る
規
則

年
山
口
県
規
則
第
七
十
六
号
）

務
の
級
」
を
「
職
務
の
等
級
」

定
に
よ
る
不
承
認
の
通
知

の
猶
予
期
間
延
長
不
承
認

二
十
二

法
第
十
五
条
の
六

よ
る
通
知

換
価
の
猶
予

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号

式
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
三
号
中
「
第

別
記
第
二
十
号
様
式
を
次
の

十
八

法
第
十
五
条
の
六
第

様
式
の
二
）

十
九

法
第
十
五
条
の
六
第

換
価
の
猶
予
期
間
延
長
申

二
十

法
第
十
五
条
の
六
の

に
よ
る
通
知

換
価
の
猶

長
承
認
通
知
書
（
別
記
第

二
十
一

法
第
十
五
条
の
六

第
七
条
第
十
一
号
中
「
第
十

「
第
十
五
条
第
四
項
前
段
」
を

五
条
第
四
項
後
段
」
を
「
第
十

二
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
の

項
」
を
「
第
十
五
条
の
五
の
二

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十

項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
九

の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

山
口
県
規
則
第
三
十
八
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施

よ
う
に
改
正
す
る
。

換
価
の
猶
予
不
承
認
通
知
書
（

通
知
書
（
別
記
第
二
十
二
号
様
式

の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

取
消
通
知
書
（
別
記
第
二
十
四
号

及
び
第
二
号
中
「
別
記
第
二
十
号

十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条

よ
う
に
改
め
る
。

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

換
価

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

請
書
（
別
記
第
二
十
五
号
様
式
の

二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

予
承
認
通
知
書
（
別
記
第
二
十
一

二
十
一
号
様
式
）

の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

五
条
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
第

「
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
」

五
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
改
め

二
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
」
に
、
「
第
十
五
条
第
四

七
号
中
「
第
十
五
条
の
六
第
二
項

号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
八

一
日

山
口

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県

七

別
記
第
二
十
二
号
様
式
）
又
は
換

）法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定

様
式
）

様
式
」
を
「
別
記
第
五
十
六
号

の
二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

の
猶
予
申
請
書
（
別
記
第
二
十
五

五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

二
）

第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規

号
様
式
）
又
は
換
価
の
猶
予
期
間

法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
の

四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号

に
改
め
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第

、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
十
五
条

第
十
六
号
中
「
第
十
五
条
の
五
第

項
前
段
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の

」
を
「
第
十
五
条
の
五
の
三
第

号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
十
七

県
知
事

村

岡

嗣

政

規
則

規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次

価に様 号定延規 中十の三二二号 の



平成 年 月 日 木曜日 山 口 県 報 （号 外 ）
第

式
様

号
）

係
関

条
７

第

様
事

知
県

口
山

徴 徴

）
長

所
務

事
税

県

び
及

称
名

名
氏

）
又

号
番

人
個

名
氏

者
表

代

号
番

人
法

は

長
延
間

期
予
猶

収
予

猶
収

所
居

・
所

住

書
請

申

）
地

在
所

日
月

年

八



平成 年 月 日 木曜日

別
「「

山 口 県

「

報

「

（号 外 ）

別
「「「

額 金 予

予
猶

の
価
換

」

額 金 予

換 ・ 予

」

記
第
二
十
二
号
様
式
中

収
徴

収
徴

予
猶
収

徴
収

徴

の
価

換
予

猶

猶 収 徴

を
「

猶 の 価

猶 収 徴

に
改
め
る

記
第
二
十
一
号
様
式
中

収
徴

収
徴

予
猶

収
徴

収
徴

間
期

猶
の

価
換
価

換
予

猶

承
不

長
延

間
期

予
猶

長
延

長
延

間
期

予
猶

書
知
通

認

予
猶

書
知

通
認

承
不

。

知
通

認
承

長
延

間
期

予
猶

通
認

承
長

延
間

期
予

猶

書

長
延
間

期
予

予
猶

の
書

知

」 」
をに

、

」
に
、

」
を

」
を

」
に
、

第
の
条

第
第
２

の
の
条

第
第
２

の
の
条

第

第
４

の

法
税
方

地
項

４
第

２
の
条

第第
項
４

第
４
の
条
の
条

第
第
２

の
の
条

第
第
２

の
の
条

第
第
２

の
の
条

第
４

の
「

第第
項
１

第
３
の
条

第
第
３

の
５
の
条

第
第
３

の
６
の
条

法
税
方

地
項

４
第

２
の
条

第第
項
４

第
４
の
条
の
条

第
２

の

額 金 請 申 予

」
を

額 金 請 申 予

価 換 ・ 予 猶

」
に
改
め
る

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「第

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中

「

第第
項
１

第
３
の
条

項
１

第
６
の
条

猶 収 徴

「

猶 の
収 徴

「

同
る
す

用
準

て
い

お
に

項 項
９

項
４
項

４
第

法

同
る
す

用
準

て
い

お
に

項項
２

号
第

項
４
項

４
第

法法
同

る
す

用
準

て
い

お
に

す
用
準

て
い

お
に

項
２

第

項
９

第
法

同
る

。

項
２
第

２
の

条

」
を
「第

号
第

号
第

条

九

号
第

項
１
第

３
の

条

」
を

号
第

項
１
第

３
の

条

」

号
第

項
１
第

３
の

条
号

第
項

１
第

３
の

条

に

項
２

第
３
の

２
の

」
に
改
め
る

」
に
、

」
を

改 。



平成 年 月 日 木曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

め
る別

項
３

。記
第
二
十
五
号
様
式
中
「第

条

」
を
「第

項
４

第
条

」
に
改
め

項
３

第
５

の

」
を
「第

５
の

条

、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式

項
２

第

」
に
、
「第

第
条

を
加
え
る
。

第
２

の
式
様
号

係
関

条
７
第

様
事

知
県

口
山

）
長
所

務
事

税
県

及
称

名 氏法
又

号
番

人
個

氏
者

表
代

番
人

）

予
猶

の
価
換

予
猶

の
価

換

・
所

住

書
請

申
長
延
間
期

居
地

在
所

名び）号 は 名 ） 所

日
月

年 一
〇



平成 年 月 日 木曜日 山 口 県 報 号 外 ）

別
記
第
五
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一



平成 年 月 日 木曜日 山 口 県 報 号 外 ）
第

式
様

号
第

）
係

関
条

様
事

知
県

口
山

徴 徴

）
長

所
務

事
税

県

号
番

人
法

名
氏

者
表

代

長
延
間

期
予
猶

収
予

猶
収

称
名

地
在

所

書
請

申

日
月

年

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八

山
口
県
規
則
第
四
十
号

山
口
県
文
化
芸
術
審
議

山
口
県
文
化
芸
術
審
議
会
規

正
す
る
。

第
五
条
中
「
総
合
企
画
部
ス

興
課
」
に
改
め
る
。

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
六
号
中
「

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八

山
口
県
文
化
芸
術
審
議
会
規

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

山
口
県
規
則
第
三
十
九
号

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、

徴
収
猶
予
申
請
書
等
を
印
刷

れ
に
所
要
の
調
整
を
し
て
使

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 山

口

会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

則
（
平
成
十
九
年
山
口
県
規
則
第

ポ
ー
ツ
・
文
化
局
文
化
振
興
課
」

第
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
十
五

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

一
日

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

一
日

山
口

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
山
口
県

八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
前
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条

し
た
用
紙
で
残
存
す
る
も
の
に
つ

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

を
「
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
文
化

条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る

こ
に
公
布
す
る
。

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
規
則

規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次

例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ

い
て
は
、
そ
の
残
存
分
に
限
り
、

一
二

改振 。 の るこ



平成

項
と

年 月 日 木曜日

別別別

山 口 県

山
山

る
。

報

山
正
す第こ山

（号 外 ）

山
山

し
、
九
の
項
か
ら
十
七
の
項
ま
で

附

則

表
第
一
山
口
県
立
高
森
高
等
学
校

山
口
県
立
下
関
工
業
高
等
学
校

表
第
三
山
口
県
立
大
津
緑
洋
高
等

山
口
県
立
萩
高
等
学
校
の
出
納
員

表
第
四
の
一
の
項
中
「
十
七
」
を

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
四
十
二
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改

口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九

山
口
県
観
光
審
議
会
規
則
の
一

口
県
観
光
審
議
会
規
則
（
平
成
二

る
。

八
条
中
「
商
工
労
働
部
観
光
振
興

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す

口
県
観
光
審
議
会
規
則
の
一
部
を

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
四
十
一
号

を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

山
口
県
立
下
関
工
科
高
等
学

学
校
の
出
納
員
の
項
の
次
に
次

山
口
県
立
萩
高
等
学
校

「
十
六
」
に
改
め
、
同
表
中
七

山
口
県
知

正
す
る
規
則

年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の

部
を
改
正
す
る
規
則

十
七
年
山
口
県
規
則
第
六
十
九

課
」
を
「
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

山
口
県
知

る
。

校の
よ
う
に
加
え
る
。

の
項
を
削
り
、
八
の
項
を
七
の

事

村

岡

嗣

政

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

部
観
光
政
策
課
」
に
改
め
る
。

す
る
。

事

村

岡

嗣

政

山
口
県
公
印
規
程
の
一
部
を

む
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八

山
口
県
訓
令
第
五
号

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程

る
。第

九
条
第
一
項
中
「
、
文
化

光
政
策
課
、
文
化
振
興
課
、
農

含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
長
寿

（
観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室

め
、
「
団
体
指
導
室
を
含
む
。

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

山
口
県
職
員
健
康
管
理

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

山
口
県
訓
令
第
四
号

改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
十
年
山
口
県
訓
令
第
二

振
興
課
」
を
削
り
、
「
長
寿
社
会

林
水
産
政
策
課
及
び
都
市
計
画
課

社
会
課
（
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進

を
含
む
。
）
、
文
化
振
興
課
（
県

）
」
の
下
に
「
、
都
市
計
画
課
（

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の

一
日

山
口

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

令

一
三

め
る
。

庁

中

一

般

各
出
先
機
関

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

課
及
び
農
林
水
産
政
策
課
」
を
「

」
に
改
め
、
「
（
県
史
編
さ
ん
室

室
を
含
む
。
）
」
を
「
観
光
政
策

史
編
さ
ん
室
を
含
む
。
）
」
に

全
国
都
市
緑
化
フ
ェ
ア
推
進
室
を

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

よ
う
に
定
め
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

だ
し
、
別
表
第
四
の
改
正
規
定
は

す観を課改含 、

訓

令



平

山

成 年 月 日 木曜日

こ
山

山 口

め
、

「

県 報

「「

（号 外 ）

山
る
。別

口
県
広
報
事
務
取
扱
規
程
の
一
部

附

則

の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

口
県
訓
令
第
六
号

同
表
室
長
印
の
項
中
「
七
」
を

指
導
監
査
室
長

一
個

観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

推
進
室
長

一
個

県
史
編
さ
ん
室
長

一
個

団
体
指
導
室
長

一
個

全
国
都
市
緑
化
フ
ェ

ア
推
進
室
長

一
個

労
働
政
策
課
長

一
個

観
光
政
策
課
長

一
個

三
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課
長

こ
ど
も
政
策
課
長

会
計
課
長

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改

口
県
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
一

表
第
一
部
長
印
の
項
中
「
九
」
を

を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

」一
日
か
ら
施
行
す
る
。

「
八
」
に
、

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推

進
室
長

団
体
指
導
室
長

に
改
め
る
。

」
に
改
め
、
同
表
局
長
印
の
項
中

一
個

一
個

一
個

」
を
「

二
こ
ど
も
政
策

会
計
課
長

「
県
史
編
さ
ん
室
長

指
導
監
査
室
長

山
口
県
知

正
す
る
訓
令

年
山
口
県
訓
令
第
三
十
七
号
）
の

「
一
〇
」
に
、
「
労
働
政
策
課
長に

定
め
る
。

庁

中

一

般

各
出
先
機
関

一
個

一
個

」
を

課
長

一
個

一
個

」
に
改

一
個

一
個

事

村

岡

嗣

政

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

一
個

」
を

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
項

観
光
ス
ポ
ー

ツ
文
化
部

交
通
政
策
課

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

山
口
県
都
市
計
画
推
進

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
商
工
労
働
部

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八

山
口
県
訓
令
第
七
号

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

山
口
県
広
報
事
務
取
扱

山
口
県
広
報
事
務
取
扱
規
程

る
。第

三
条
第
二
項
中
「
商
工
労

中
「
交
通
政
策
課
長
」
を
削
り
、

長年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
日

山
口

協
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県

長
」
を
「
商
工
労
働
部
長

観
光

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
日

山
口

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
昭
和
四
十
年
山
口
県
訓
令
第
一

働
部
商
政
課
」
を
「
商
工
労
働
部

観
光
ス
ポ
ー同

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

訓
令

訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
長
」
に
改
め
る

庁

中

一

般

各
出
先
機
関

県
知
事

村

岡

嗣

政

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

商
政
課

ツ
文
化
部
観
光
政
策
課
」
に
改

一
四

。 う。 すめ



平成 年 月 日 木曜日

る
。

３

山 口 県

第
る
。第第

報

山
部
を第

を
加第

（号 外 ）

山
山

ダ
ム
管
理
課

二

貯
留
水
の
調

三

貯
水
池
、
水

山
口
県
企
業
局
東
部
発
電
事
務
所

課

分

発

電

課

一

発
電
及
び
給

二

発
電
、
変
電

三

そ
の
他
管
理

一

貯
留
水
の
利

発

電

山
口
県
企
業
局

東
部
発
電
事
務
所

ダ
ム
管
理

六
条
第
二
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を

七
条
第
一
項
の
表
山
口
県
企
業
局

七
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し

山
口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関

口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

四
条
の
表
総
務
課
の
項
第
三
号
中

え
、
同
項
第
四
号
中
「
研
修
及
び

六
条
第
一
項
の
表
山
口
県
企
業
局

企

業

口
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号

口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

整
に
関
す
る
こ
と
。

路
、
水
門
そ
の
他
水
越
ダ
ム
に
係
る

の
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と

掌

事

電
に
関
す
る
こ
と
。

及
び
送
電
の
施
設
の
維
持
管
理
に
関

者
が
定
め
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

用
に
関
す
る
こ
と
。

課

第
一
発
電
班

第
二
発
電
班

班

課削
り
、
同
項
の
表
山
口
県
企
業

東
部
発
電
事
務
所
の
項
を
削
る

、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二

山
口
県
公
営
企
業
管
理

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
（
昭
和
四
十
九
年
山
口
県

「
、
職
階
制
」
を
削
り
、
「
服

勤
務
成
績
の
評
定
」
を
「
人
事

西
部
利
水
事
務
所
の
部
の
次
に

局

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理

施
設
の
維
持
管
理

お
り
と
す
る
。

務
す
る
こ
と
。

第
三
発
電

局
東
部
発
電
事
務
所
の
項
を
削

。
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

者

弘

中

勝

久

管
理
規
程

企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一

務
」
の
下
に
「
、
退
職
管
理
」

評
価
及
び
研
修
」
に
改
め
る
。

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

山
口
県
企
業
局
職
員
給

山
口
県
企
業
局
職
員
給
与
規

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
五

山
口
県
企
業
局
職
員
給
与
規

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

第
十
条
第
十
四
号
中
「
で
あ

「
一
回
に
つ
き
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
を
「

評
価
」
に
改
め
る
。

附

則

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を

条
中
「
営
利
企
業
等
に
従
事

事
し
よ
う
と
す
る
」
を
「
当

営
利
企
業
へ
の
従
事
等
」
に

「し該改

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

山
口
県
企
業
局
職
員
就

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規

う
に
改
正
す
る
。

に
関
す

四

そ
の

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
四与

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理

程
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
企
業

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

号
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

一
日

山
口
県
公
営
企
業

る
」
を
「
に
勤
務
す
る
こ
と
が
著

（
人
事
評
価
）
」
に
改
め
、
同
条

（
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
に
係

よ
う
と
」
を
「
営
利
企
業
へ
の

営
利
企
業
へ
の
従
事
等
に
係
る

め
る
。

る従」

程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

一
日

山
口
県
公
営
企
業

業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理

程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管

る
こ
と
。

他
管
理
者
が
定
め
る
事
項
に
関
す
る
こ

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

号

一
五

規
程

管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次

。を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

管
理
者

弘

中

勝

久

し
く
困
難
な
」
に
、
「
一
月
に
」

中
「
勤
務
成
績
の
評
定
」
を
「
人

許
可
の
申
請
手
続
）
」
に
改
め

事
等
を
し
よ
う
と
」
に
、
「
そ

に
、
「
従
事
す
る
こ
と
」
を

、の
「
当

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

管
理
者

弘

中

勝

久

規
程

理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

と
。

。

の を事 同従該 よ

企

業

局



平
成
二

平
成
二

平

三

成 年 月 日 木曜日

九
別
表行

職

山 口

四五六七八

県 報

職一二三

（号 外 ）

よ
う第

項
に

び
級第別

別
表行十

八
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
八
年
三
月
三
十
一
日
発
行

級

主
任
主
事
の
職
務

級

困
難
な
業
務
を
所
掌

第
二
（
第
二
条
関
係
）

政
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表

務
の
等
級

職

主
任
の
職
務

級

１

主
査
の
職
務

２

困
難
な
業
務
を

級

相
当
困
難
な
業
務
を

級

１

課
長
の
職
務

２

困
難
な
業
務
を

級

１

局
次
長
の
職
務

２

審
議
監
の
職
務

３

困
難
な
業
務
を

級

局
長
の
職
務

務
の
等
級

職

級

定
型
的
な
業
務
を
行

級

特
に
高
度
の
知
識
又

級

１

主
任
の
職
務

２

主
任
主
事
又
は

に
改
正
す
る
。

二
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項

規
定
す
る
」
を
「
第
四
条
第
一
項

別
職
務
区
分
」
を
「
等
級
別
基
準

四
条
第
三
項
中
「
職
務
の
級
」
を

表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ

第
一
（
第
二
条
関
係
）

政
職
給
料
表
等
級
別
基
準
職
務
表

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

す
る
局
長
の
職
務

務

分
掌
す
る
主
任
の
職
務

処
理
す
る
主
査
の
職
務

処
理
す
る
主
査
の
職
務

所
掌
す
る
課
長
の
職
務

務

う
職
務

は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職

主
任
技
師
の
職
務

第
一
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条

職
務
及
び
等
級
別
職
務
区
分
」

「
職
務
の
等
級
」
に
改
め
る
。

う
に
改
め
る
。

県

庁
知
事

務 第
一
号
」
に
、
「
第
七
条
第
一

第
二
項
中
「
級
別
標
準
職
務
及

に
改
め
る
。

九

級

八
級
の
項
に
掲

別
表
第
四
中
「

級
の
務
職

」

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二

規
定
は
、
同
年
三
月
三
十
一
日

七

級

局
次
長
の
職
務

審
議
監
の
職
務

参
事
の
職
務

六
級
の
項
に
掲

八

級

局
長
の
職
務

七
級
の
項
に
掲

六

級

事
業
所
長
の
職

企
画
監
の
職
務

調
整
監
の
職
務

副
課
長
の
職
務

事
業
所
次
長
の

主
幹
の
職
務

五
級
の
項
に
掲

主
任
技
師
の
職

四

級

主
査
の
職
務

三
級
の
項
に
掲

五

級

四
級
の
項
に
掲

課
長
の
職
務

げ
る
職
務
で
特
に
認
め
る
も
の

を
「

級
等

の
務

職

」
に
改
め
る
。

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

か
ら
施
行
す
る
。

げ
る
職
務
で
特
に
認
め
る
も
の

げ
る
職
務
で
特
に
認
め
る
も
の

務職
務

げ
る
職
務
で
特
に
認
め
る
も
の

務げ
る
職
務
で
特
に
認
め
る
も
の

げ
る
職
務
で
特
に
認
め
る
も
の

。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
の
改

一
六

正


